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『
古
事
記
』
は
、
全
体
を
通
じ
「
皇
位
継
承
史
を
基
軸
と
し
て
、
そ
れ
に
国

家
形
成
史
を
有
機
的
に
絡
ま
せ
な
が
ら
王
権
史
・
国
家
史
を
形
作
る
」
も
の
と

捉
え
ら
れ
る

（
１
）

。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
垂
仁
記
を
考
察
し
、
豊
富
な

物
語
を
も
つ
こ
の
部
分
が
、
実
は
垂
仁
か
ら
景
行
へ
の
皇
位
継
承
と
い
う
一
本

の
軸
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

ま
ず
、
垂
仁
記
の
構
造
を
矢
嶋
泉
『
古
事
記
の
歴
史
意
識
』
の
区
分
に
従
っ

て
概
観
し
て
お
こ
う

（
２
）

。
な
お
、
他
の
天
皇
記
を
分
析
す
る
際
に
も
以
下
の
Ⅰ
～

Ⅴ
の
区
分
を
用
い
る
。

Ⅰ
（
当
該
治
世
の
主
体
の
提
示
）

伊
久
米
伊
理
毘
古
伊
佐
知
命
、
坐
師
木
玉
垣
宮
、
治
天
下
也
。

Ⅱ
ⅰ
（
皇
子
女
の
提
示
）

垂
仁
記
の
主
題

中
　
　

野
　
　

謙
　
　

一

此
天
皇
、
娶
沙
本
毘
古
命
之
妹
、
佐
波
遅
比
売
命
、
生
御
子
、
品
牟
都
和

気
命
。
一
　

柱
。

又
、
娶
旦
波
比
古
多
々
須
美
知
宇
斯
王
之
女
、
氷
羽
州
比

売
命
、
生
御
子
、
印
色
之
入
日
子
命
。
次
、
大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気
命
。

次
、
大
中
津
日
子
命
。
次
、
倭
比
売
命
。
次
、
若
木
入
日
子
命
。
五
　

柱
。

（
中

略
）
凡
、
此
天
皇
之
御
子
等
、
十
六
王
。
男
王
十
三
、

女
王
三
。

Ⅱ
ⅱ
（
皇
位
継
承
を
含
む
特
記
事
項
の
説
明
）

故
、
大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気
命
者
、
治
天
下
也
。
御
身
長
、
一
丈
二
寸
、

御
脛
長
、
四
尺
一
寸
。

次
、
印

色
入
日
子
命
者
、
作
血
沼
池
、
又
、
作
狭
山
池
、
又
、
作
日
下
之
高
津
池
。

又
、
坐
鳥
取
之
河
上
宮
、
令
作
横
刀
壱
仟
口
。
是
奉
納
石
上
神
宮
、
即
坐

其
宮
、
定
河
上
部
也
。
（
以
下
略
）

Ⅲ
（
当
該
治
世
に
お
け
る
歴
史
的
事
項
、
Ⅰ
・
Ⅱ
の
補
足
説
明
）

ａ
〔
沙
本
毘
古
と
沙
本
毘
売
〕

ｂ
〔
本
牟
智
和
気
の
御
子
〕

ｃ
〔
丹
波
の
四
女
王
〕
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ｄ
〔
多
遅
摩
毛
理
〕

Ⅳ
（
当
該
治
世
の
終
結
）

　

此
天
皇
御
年
、
壱
佰
伍
拾
参
歳
。
御
陵
、
在
菅
原
之
御
立
野
中
也
。

Ⅴ
（
後
記
）

又
、
其
大
后
比
婆
須
比
売
命
之
時
、
定
石
祝
作
、
又
、
定
土
師
部
。
此
后

者
、
葬
狭
木
之
寺
間
陵
也
。

記
述
量
と
し
て
は
Ⅲ
の
ａ
～
ｄ
の
物
語
が
垂
仁
記
の
大
半
を
占
め
て
お
り
、

後
述
の
よ
う
に
、個
々
の
物
語
と
し
て
は
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、四
つ
の
物
語
に
ふ
れ
て
垂
仁
記
全
体
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
論
者
は
、

管
見
の
か
ぎ
り
矢
嶋
泉

（
３
）

・
大
脇
由
紀
子

（
４
）

・
藤
原
茂
樹

（
５
）

・
梅
田
徹

（
６
）

の
四
氏
で
あ
る
。

ま
ず
矢
嶋
氏
は
、
ａ
を
「
品
牟
都
和
気
命
（
本
牟
智
和
気
の
御
子
）
排
除
の

目
的
を
持
つ
物
語
」
、
ｂ
・
ｃ
を
ａ
と
一
連
の
物
語
と
し
、
さ
ら
に
ａ
・
ｃ
で

は
「
易
姓
革
命
的
な
発
想
」
に
よ
り
「
崇
神
・
垂
仁
王
朝
の
終
焉
を
描
く
目
的
」

で
垂
仁
が
愚
直
な
人
物
と
し
て
貶
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
ｄ
は
、
新
羅

王
子
の
末
裔
に
よ
る
忠
誠
譚
と
み
て
、
皇
位
継
承
史
へ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は

ふ
れ
て
い
な
い
。『
古
事
記
』
が
「
易
姓
革
命
的
な
発
想
」
を
も
っ
て
い
た
と

す
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
と
同
様
に
武
烈
の
と
こ
ろ
で
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
し
、

ｂ
の
意
義
が
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
て
い
な
い
点
な
ど
、
個
々
の
物
語
に
関
し
て

も
再
考
の
余
地
が
あ
る
が

（
７
）

、
景
行
が
次
代
の
天
皇
と
な
る
理
由
が
垂
仁
記
の
物

語
の
中
で
説
明
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
点
が
重
要
だ
ろ
う
。

大
脇
氏
の
論
は
、
ｃ
・
ｄ
を
「
木
花
の
佐
久
夜
毘
売
と
石
長
比
売
」
の
物
語

に
対
応
す
る
も
の
と
み
る
点
に
特
色
が
あ
る
が
、
ｃ
と
そ
れ
以
前
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
ａ
の
終
局
で
美
智
能
宇
斯
王
の
女
た
ち
を
垂
仁
に
薦
め
る
沙
本
毘

売
の
発
言
が
ｃ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
主
題
に
お
い

て
連
続
す
る
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
い
。

藤
原
氏
は
、
「
四
物
語
は
、
さ
ほ
び
め
お
よ
び
そ
の
御
子
か
ら
ひ
ば
す
ひ
め

へ
と
視
点
を
移
動
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
そ
の
流
れ
を
つ
か
む
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
垂
仁
天
皇
記
は
天
皇
を
め
ぐ
る
女
性
や
こ
ど
も
の
問
題
を
ぬ
き
に
し
て

は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
、
垂
仁
記
全
体
を
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
と
し
て

捉
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
ｄ
に
つ
い
て
は
皇
位
継
承
史
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し

て
い
る
が
、「
神
話
の
力
」
に
よ
る
物
語
の
変
化
に
論
の
主
眼
が
お
か
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
の
物
語
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
』
に
お
け
る
意
義
を
明

確
に
述
べ
て
い
な
い
。

近
の
梅
田
氏
の
論
は
、「
垂
仁
天
皇
記
に
お
い
て
見
る
べ
き
第
一
は
天
皇

権
力
に
か
か
わ
る
皇
后
の
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
」
と
し
て
皇
后
の
重
要
性
を
強

調
す
る
。
し
か
し
、
皇
后
（
大
后
）
の
存
在
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
特
殊
な

例
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
垂
仁
記
を
貫
く
の
が
「
皇
后
を
重
要
視
す
る
構
想
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
構
想
を
も
っ
て
『
古
事
記
』
が
何
を
語
る
の

か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。『
古
事
記
』
を
貫
く
王
権
史
に
お
い
て
、
后
妃

の
第
一
義
は
所
生
子
の
皇
位
継
承
に
関
わ
る
資
格
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、

后
妃
の
あ
り
か
た
自
体
は
主
題
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、垂
仁
記
の
主
題
に
つ
い
て
は
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
ほ
か
、
垂
仁
記
の
一
部
の
み
を
と
り
あ
げ
て
垂
仁
記
全
体
の
主
題
に
言
及
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垂
仁
記
の
主
題
　

（
中
野
謙
一
）

一
五

す
る
も
の
も
あ
る
が
、
や
は
り
全
体
を
説
明
で
き
る
も
の
と
は
な
っ
て
な
い
。

た
と
え
ば
西
郷
信
綱
氏
は
、
「
部
民
制
の
起
源
説
話
を
主
題
と
し
た
垂
仁
記
」

と
断
じ
て
い
る
が

（
８
）

、
少
な
く
と
も
ｃ
・
ｄ
に
は
部
の
設
置
に
関
わ
る
記
述
が
み

え
な
い
し
、

於
是
、
初
令
貢
男
弓
端
之
調
・
女 

手
末
之
調
。 

（
崇
神
記
）

故
、
建
内
宿

為
大
臣
、
定
賜
大
国
・
小
国
之
国
造
、
亦
定
賜
国
々
之
堺

及
大
県
・
小
県
之
県
主
也
。 

（
成
務
記
）

と
い
っ
た
簡
潔
な
記
事
で
は
な
く
、
な
ぜ
起
源
「
説
話
」
が
必
要
と
さ
れ
る
の

か
に
つ
い
て
も
説
明
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。

二

た
だ
し
、
こ
こ
で
見
過
ご
せ
な
い
の
は
神
野
志
隆
光
氏
の
説
で
あ
る
。
ｄ
を

外
し
、
ｂ
・
ｃ
を
ａ
の
後
日
譚
と
み
て
垂
仁
記
を
「
ほ
ぼ
全
体
が
サ
ホ
ビ
メ
の

物
語
か
ら
な
る
」
も
の
と
し
た
う
え
で
、
神
野
志
氏
は
そ
の
主
題
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
皇
の
世
界
の
物
語
と
し
て
、
「
垂
仁
記
」
は
、
や
は
り
正
統
な
皇
統
と

い
う
点
か
ら
ま
ず
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
崇
神
代
の
平
定
を
受
け
、
皇

統
の
危
機
を
越
え
て
正
統
な
皇
統
を
た
も
ち
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
「
言
向

け
」
を
そ
の
も
と
で
あ
ら
し
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
主
題
は
そ
こ
に
あ

る
（
９
）

。

沙
本
毘
古
王
の
反
乱
を
「
皇
統
の
危
機
」
と
捉
え
、
単
に
次
代
景
行
の
皇
位

継
承
を
必
然
化
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
「
皇
統
の
一
元
化
」
な
る
問
題
が
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
崇
神―

垂
仁
〉
と
〈
日
子
坐
王―

沙
本

毘
古
王
〉
と
の
「
同
格
の
二
つ
の
皇
統
の
流
れ

）
10
（

」
が
あ
り
、
そ
の
対
立
が
解
消

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
次
の

日
子
坐
王
系
譜
で
あ
る
。

　

次
、
日
子
坐
王
、
娶
山
代
之
荏
名
津
比
売
、
亦
名
刈
幡
戸
弁
、
生
子
、

大
俣
王
。
次
、
小
俣
王
。
次
、
志
夫
美
宿

王
。
三
　

柱
。

又
、
娶
春
日
建
国

勝
戸
売
之
女
、
名
沙
本
之
大
闇
見
戸
売
、
生
子
、
沙
本
毘
古
王
。
次
、
袁

耶
本
王
。
次
、
沙
本
毘
売
命
、
亦
名
、
佐
波
遅
比
売
。
此
沙
本
毘
売
命
者
、
為

伊
久
米
天
皇
之
后
。

次
、

室
毘
古
王
。
四
　

柱
。

又
、
娶
近
淡
海
之
御
上
祝
以
伊
都
玖
天
之
御
影
神
之

女
、
息
長
水
依
比
売
、
生
子
、
丹
波
比
古
多
々
須
美
知
能
宇
斯
王
。
次
、

（
中
略
）
五
　

柱
。

又
、
娶
其
母
弟
袁
豆
都
比
売
命
、
生
子
、
山
代
之
大
箇
木
真

若
王
。
次
、
（
中
略
）
三
　

柱
。

凡
日
子
坐
王
之
子
、
忸
十
一
王
。

　

故
、
兄
大
俣
王
之
子
、
曙
立
王
。
次
、
菟
上
王
。
二
　

柱
。

此
曙
立
王
者
、

伊
勢
之
品
遅
部
君
・
伊

勢
之
佐
那
造
之
祖
。

菟
上
王
者
、
比
売
陀
君

之
祖
。

　

次
、
小
俣
王
者
、
当
麻
勾
君

之
祖
。

次
、
志
夫
美
宿

王
者
、
佐
々
君
之

祖
也
。

次
、
沙
本
毘

古

王

者
、
日
下
部
連
・
甲

斐
国
造
之
祖
。

次
、
袁
耶
本
王
者
、
野
之
別
・
近
淡
海

蚊
野
之
別
祖
也
。

次
、
室
毘
古
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王
者
、
若
狭
之
耳

別
之
祖
。

　

其
美
知
能
宇
志
王
、
娶
丹
波
之
河
上
之
摩
須
郎
女
、
生
子
、
比
婆
須
比

売
命
。
次
、
真
砥
野
比
売
命
。
次
、
弟
比
売
命
。
次
、
朝
庭
別
王
。
四
　

柱
。

此
朝
庭
別
王
者
、
三
川
之
穂

別
之
祖
。

（
中
略
）

　

次
、
山
代
之
大
箇
木
真
若
王
、
娶
同
母
弟
伊
理
泥
王
之
女
、
丹
波
能
阿

治
佐
波
毘
売
、
生
子
、
迦
邇
米
雷
王
。
此
王
、
娶
丹
波
之
遠
津
臣
之
女
、

名
高
材
比
売
、
生
子
、
息
長
宿

王
。
此
王
、
娶

城
之
高
額
比
売
、
生

子
、
息
長
帯
比
売
命
。
次
、
虚
空
津
比
売
命
。
次
、
息
長
日
子
王
。
三
柱
。

此
王

者
、
吉
備
品
遅
君
・

針
間
阿
宗
君
之
祖
。

又
、
息
長
宿

王
、
娶
河
俣
稲
依
毘
売
、
生
子
、
大
多
牟
坂

王
。
此
者
、
多
遅
摩

国
造
之
祖
也
。

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
右
の
よ
う
に
日
子
坐
王
は
天
皇
記
の
Ⅱ
ⅰ
と
同
じ

形
式
の
子
女
記
事
を
も
ち
、
さ
ら
に
そ
の
系
譜
は
玄
孫
に
ま
で
及
ぶ
。
一
皇
子

の
系
譜
と
し
て
は
確
か
に
特
殊
な
例
で
あ
る
が
、
「
日
子
坐
王
の
待
遇
と
し
て

天
皇
に
等
し
い
扱
い
が
系
譜
の
上
で
与
え
ら
れ
て
い
る

）
11
（

」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
系
譜
は
開
化
記
の
Ⅱ
ⅱ
に
属
す
る
が
、
あ
く
ま
で
一
皇
子
に
関
す
る

特
記
事
項
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、

又
、
此
品
陀
天
皇
之
御
子
、
若
野
毛
二
俣
王
、
娶
其
母
弟
、
百
師
木
伊
呂

弁
、
亦
名
弟
日
売
真
若
比
売
命
、
生
子
、
大
郎
子
、
亦
名
、
意
富
々
杼
王
。

次
、
忍
坂
之
大
中
津
比
売
命
。
次
、
田
井
之
中
比
売
。
次
、
田
宮
之
中
比

売
。
次
、
藤
原
之
琴
節
郎
女
。
次
、
取
上

売
王
。
次
、
沙

王
。
七
　

柱
。

故
、

意
富
々
杼
王
者
、
三
国
君
・
波
上
多
君
・
息
長
坂
君
・
酒
人
君
・
山

道
君
・
筑
紫
之
米
多
君
・
布
勢
君
等
之
祖
也
。

 

（
応
神
記
）

と
い
う
系
譜
も
天
皇
記
Ⅱ
ⅰ
と
同
じ
形
式
を
と
る
が
、
若
野
毛
二
俣
王
が
天
皇

に
準
ず
る
待
遇
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
右
の
系
譜
が
忍
坂
之
大
中
津
比

売
命
（
允
恭
后
）
の
出
自
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
子
坐
王
系

譜
の
意
義
も
、
垂
仁
記
の
登
場
人
物
た
ち
や
息
長
帯
比
売
命
（
仲
哀
后
）
の
出

自
を
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る

）
12
（

。

崇
神
と
日
子
坐
王
と
が
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
当
然
〈
崇
神

―

垂
仁
〉
と
〈
日
子
坐
王―

沙
本
毘
古
王
〉
と
が
同
格
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
加
え
て
、
仮
に
日
子
坐
王
が
崇
神
と
同
格
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

資
格
を
沙
本
毘
古
王
が
継
承
す
る
必
然
性
も
見
出
し
え
な
い
。
彼
の
母
は
日
子

坐
王
の
第
二
妃
（
記
載
順
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
で
、
身
分
的
に
他
の
妃
よ
り

上
と
い
う
こ
と
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
第
一
妃
所
生
の
大
俣
王
や
、
第
三
妃
な

が
ら
神
の
女
で
あ
る
息
長
水
依
比
売
所
生
の
美
知
能
宇
斯
王
な
ど
は
、
沙
本
毘

古
王
と
同
等
以
上
の
資
格
を
も
つ
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
が
、「
皇
統
の
一

元
化
」
と
い
う
問
題
が
な
ぜ
沙
本
毘
古
王
に
集
約
さ
れ
る
の
か
、
神
野
志
氏
は

説
明
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
問
題
な
こ
と
に
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
〈
崇
神―

垂
仁
〉
と
〈
日

子
坐
王―

沙
本
毘
古
王
〉
と
が
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
崇
神
・
垂

仁
の
即
位
に
は
必
然
性
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
逆
に
崇
神
・
垂
仁
の
即
位

が
必
然
と
扱
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
対
立
す
る
「
皇
統
」
な
ど
は
あ
り
え
な

か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
崇
神
・
垂
仁
は
そ
れ
ぞ
れ
直
前
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垂
仁
記
の
主
題
　

（
中
野
謙
一
）

一
七

の
天
皇
記
に
お
い
て
、
即
位
の
必
然
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
・
下

巻
の
天
皇
記
が
次
代
へ
の
皇
位
継
承
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
く
の
か
、
次

節
で
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
検
討
を
通
じ
て
、
垂
仁
記
の
皇
位
継
承
史
に
お
け

る
問
題
点
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

三

皇
位
継
承
の
説
明
に
お
け
る
『
古
事
記
』
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
荻
原
千
鶴

氏
が
全
天
皇
の
事
例
を
考
察
し
た
う
え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

）
13
（

。

『
古
事
記
』
は
即
位
前
紀
は
も
た
な
い
な
が
ら
も
、
天
皇
の
即
位
事
由
の

具
体
に
つ
い
て
明
示
す
る
必
要
性
を
認
め
て
は
い
る
。
し
か
し
中
巻
の
大

部
分
や
下
巻
の
末
尾
な
ど
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
あ
え
て
省
筆
し
、「
治
天

下
也
」
の
断
言
に
具
体
を
放
棄
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、「
中
下
巻
の
皇
位
継
承
史
は
天
皇
記
の
第
Ⅱ
項
に
よ
っ
て
基
本
的

骨
格
が
形
成
さ
れ
、第
Ⅱ
項
に
よ
っ
て
は
継
承
の
経
緯
が
示
し
得
な
い
場
合
に
、

物
語
的
要
素
に
よ
る
説
明
が
施
さ
れ
る

）
14
（

」
と
み
る
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

荻
原
氏
と
は
逆
に
、
中
巻
の
大
部
分
の
天
皇
に
つ
い
て
は
、
前
代
の
天
皇
記
の

第
Ⅱ
項
（
Ⅱ
ⅰ
・
Ⅱ
ⅱ
）
に
お
い
て
皇
位
継
承
の
理
由
が
あ
る
程
度
ま
で
説
明

さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

中
・
下
巻
の
各
天
皇
記
は
、
Ⅱ
ⅰ
で
皇
子
女
と
そ
の
生
母
を
提
示
し
、
Ⅱ
ⅱ

で
皇
位
継
承
者
を
「
治
天
下
也
」
と
特
記
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
次
代
へ
の

皇
位
継
承
に
関
し
て
、
Ⅱ
ⅱ
は
決
定
を
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
根
拠

が
示
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
Ⅱ
ⅰ
の
段
階
で
あ
る
。
以
下
で
は
『
古
事
記
』
の

天
皇
三
三
名
の
う
ち
、
父
か
ら
皇
位
を
継
承
す
る
二
〇
名
の
天
皇
（
中
巻
の
大

部
分
が
含
ま
れ
る
）
を
考
察
の
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
前
代
の
天

皇
記
の
Ⅱ
ⅰ
で
記
述
さ
れ
る
兄
弟
関
係
（
男
子
に
か
ぎ
る
）
を
み
な
が
ら
、
ま

ず
は
問
題
点
を
整
理
し
た
い
。

二
〇
名
の
う
ち
、
父
天
皇
の
唯
一
の
皇
子
で
あ
る
安
寧
・
清
寧
は
皇
位
継
承

者
た
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
同
母
兄
弟
の
み
を
も
つ
者
は

六
名
、
そ
の
う
ち
孝
昭
・
武
烈
に
つ
い
て
は
長
子
で
あ
る
と
い
う
皇
位
継
承
の

根
拠
が
見
出
せ
る
。
こ
こ
ま
で
は
荻
原
氏
も
認
め
る
と
こ
ろ
だ
が
、
同
母
兄
を

も
つ
懿
徳
・
孝
安
・
孝
霊
・
安
康
に
つ
い
て
は
、
優
先
さ
れ
る
は
ず
の
同
母
兄

を
さ
し
お
い
て
即
位
す
る
点
が
問
題
と
な
る
。
残
る
一
二
名
は
異
母
兄
弟
を
も

つ
が
、
そ
の
う
ち
同
母
兄
弟
中
の
第
一
子
で
あ
る
孝
元
・
崇
神
・
垂
仁
・
成
務
・

仁
徳
・
履
中
・
安
閑
に
つ
い
て
は
、
異
母
兄
弟
と
の
関
係
の
み
が
問
題
と
な
る
。

綏
靖
・
開
化
・
景
行
・
応
神
・
敏
達
に
つ
い
て
は
両
方
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。一

点
目
の
問
題
と
し
て
、
同
母
兄
を
さ
し
お
い
て
皇
位
を
継
承
す
る
者
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
。
異
母
兄
弟
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
並
べ
る
と
、
綏
靖
・
懿
徳
・

孝
安
・
孝
霊
・
開
化
・
景
行
・
応
神
・
安
康
・
敏
達
の
九
名
で
あ
る
。

初
の

例
と
な
る
綏
靖
に
つ
い
て
、
荻
原
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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第
三
十
六
号

一
八

神
武
記
の
説
話
部
に
「
庶
兄
」
へ
の
優
先
・
同
母
兄
へ
の
優
先
を
語
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
即
位
の
理
由
を
明
示
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。

「
庶
兄
」
と
の
関
係
は
お
く
と
し
て
、
確
か
に
〔
当
芸
志
美
々
命
の
反
逆
〕

の
物
語
は
、
綏
靖
が
同
母
兄
の
神
八
井
耳
命
を
さ
し
お
い
て
即
位
す
る
理
由
を

説
明
す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
の
意
義
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
。

神
武
か
ら
綏
靖
へ
の
皇
位
継
承
は
、
皇
位
継
承
自
体
の

初
の
例
で
あ
り
、

当
然
な
が
ら
同
母
兄
を
さ
し
お
い
て
即
位
す
る

初
の
例
で
も
あ
る
。
物
語
の

な
か
で
、
神
八
井
耳
命
は
「
仇
を
殺
す
こ
と
能
は
ず
」
と
い
う
理
由
で
弟
の
綏

靖
に
皇
位
を
「
譲
」
り
、
綏
靖
に
仕
え
る
意
志
を
表
明
す
る
。
同
母
兄
弟
間
で

は
通
常
優
先
さ
れ
る
の
は
兄
だ
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
弟
が
皇
位
を
継
承
す
べ

き
場
合
も
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
以

後
の
皇
位
継
承
史
に
お
い
て
は
同
母
兄
を
さ
し
お
い
て
即
位
す
る
こ
と
が
必
ず

し
も
問
題
と
は
な
ら
な
く
な
る

）
15
（

。
そ
の
よ
う
な
天
皇
が
あ
ら
わ
れ
て
も
、
綏
靖

の
例
が
想
起
さ
れ
る
た
め
に
大
き
な
不
審
は
生
じ
な
い
。
つ
ま
り
、
綏
靖
が
皇

位
を
継
承
す
る
理
由
を
物
語
に
よ
り
説
明
し
て
お
く
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
の
同

様
の
例
に
つ
い
て
は
原
則
的
に
説
明
不
要
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
『
古
事
記
』

の
認
識
な
の
で
は
な
い
か
。

右
の
推
測
を
裏
づ
け
る
の
が
、
綏
靖
以
降
の
同
母
兄
を
も
つ
天
皇
の
即
位
に

つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
特
例
と
い
う
べ
き
安
康

の
場
合
に
か
ぎ
り
物
語
で
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
安
康
の
例

で
は
、
同
母
兄
が
「
太
子
」
で
あ
り
な
が
ら
即
位
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
特
殊

な
事
情
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
綏
靖
の
例
に
よ
る
説
明
が
及
ば
な
い
た
め
、
允
恭

記
の
後
記
（
Ⅴ
）
と
し
て
物
語
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
と
い
え
る
。
な
お
、
父

か
ら
の
皇
位
継
承
で
は
な
い
が
、
顕
宗
も
同
母
兄
を
さ
し
お
い
て
即
位
す
る
天

皇
で
あ
る
。
そ
の
理
由
が
物
語
（
清
寧
記
Ⅴ
）
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
の
も
、
顕

宗
の
次
に
兄
の
仁
賢
が
即
位
す
る
と
い
う
特
例
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
九
名
の
う
ち
、
綏
靖
・
安
康
以
外
の
即
位
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
点
も
確

認
し
て
お
こ
う
。
懿
徳
・
孝
安
・
孝
霊
・
開
化
・
景
行
・
応
神
・
敏
達
の
う
ち
、

開
化
は
二
名
、
他
は
一
名
ず
つ
の
同
母
兄
が
、
そ
れ
ぞ
れ
前
代
の
天
皇
記
の
Ⅱ

ⅰ
に
み
え
る
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
開
化
の
同
母
兄
で
あ
る
大
毘
古
命
だ
け
は

崇
神
記
の
物
語
に
登
場
す
る
が
、
不
即
位
に
関
す
る
説
明
と
み
ら
れ
る
記
述
は

な
い
。
ま
た
景
行
の
同
母
兄
印
色
入
日
子
命
は
、本
題
に
も
関
わ
る
人
物
だ
が
、

前
掲
の
垂
仁
記
Ⅱ
ⅱ
に
造
池
や
部
の
設
置
な
ど
の
記
事
が
み
え
る
。「
一
応
、

皇
位
に
は
つ
か
ず
、
そ
れ
と
は
異
な
る
職
務
を
果
た
し
た
も
の
と
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
る

）
16
（

」
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
不
即
位
の
理
由
が
積
極
的
に
説
明
さ
れ

て
は
い
な
い
。
他
は
名
の
記
載
の
み
か
、
Ⅱ
ⅱ
で
子
孫
に
関
す
る
記
事
が
加
え

ら
れ
る
か
で
、
い
ず
れ
に
し
て
も
不
即
位
の
理
由
が
明
ら
か
な
者
は
い
な
い
。

な
お
、
荻
原
氏
が
「
即
位
の
理
由
付
け
の
意
図
の
存
在
は
き
わ
め
て
明
白
」

と
す
る
応
神
も
、
同
母
兄
の
品
夜
和
気
命
が
即
位
し
な
い
理
由
に
関
し
て
は
積

極
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
仲
哀
記
は
Ⅱ
ⅰ
の

後
に

「
大
鞆
和
気
命
、
亦
名
、
品
陀
和
気
命
」
と
い
う
名
を
記
し
、
直
後
に
「
此
太
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垂
仁
記
の
主
題
　

（
中
野
謙
一
）

一
九

子
之
御
名
所
以
負
大
鞆
和
気
命
者
」
云
々
と
つ
づ
け
て
お
り
、大
鞆
和
気
命
（
応

神
）
が
太
子
と
さ
れ
る
理
由
を
そ
の
後
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
窺
わ
れ

な
い
。
物
語
中
の
「
凡
そ
、
此
の
国
は
、
汝
命
の
御
腹
に
坐
す
御
子
の
知
ら
さ

む
国
ぞ
」
と
い
う
神
の
言
葉
も
、
応
神
の
即
位
で
は
な
く
朝
鮮
の
帰
服
を
示
唆

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

）
17
（

。

以
上
、
同
母
兄
を
さ
し
お
い
て
皇
位
継
承
が
行
わ
れ
る
場
合
を
み
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な

初
の
例
と
な
る
綏
靖
の
場
合
に
つ
い
て
、『
古
事
記
』
は
兄
の

優
先
を
認
め
つ
つ
、
弟
が
皇
位
を
継
承
す
べ
き
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
を
物
語

の
か
た
ち
で
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
以
降
の
同
様
の
例
に
は

初
の
説
明

が
及
ぶ
た
め
、
特
殊
な
例
を
除
い
て
あ
ら
た
め
て
説
明
を
加
え
よ
う
と
し
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
例
に
つ
い
て
は
、
必
然
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
に
な

る
が
、
さ
ほ
ど
不
審
を
抱
か
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
お
く
、
と
い
う
の

が
『
古
事
記
』
の
姿
勢
な
の
で
あ
ろ
う
。

四

二
点
目
の
問
題
は
、
異
母
兄
弟
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
皇
位
継
承
者
が
決
定
さ

れ
る
の
か
で
あ
る
。
父
か
ら
皇
位
を
継
承
す
る
二
〇
名
の
う
ち
異
母
兄
弟
を
も

つ
の
は
、
綏
靖
・
孝
元
・
開
化
・
崇
神
・
垂
仁
・
景
行
・
成
務
・
応
神
・
仁
徳
・

履
中
・
安
閑
・
敏
達
の
一
二
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
五
名
は
同
母
兄
を
も
つ

が
、
前
節
に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
残
る
問
題
は
異
母
兄
弟
と

の
関
係
の
み
と
な
る
。
こ
こ
で
、
異
母
兄
弟
に
対
す
る
優
位
を
決
定
し
う
る
要

素
と
し
て
、
皇
位
継
承
者
の
生
母
の
資
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

生
母
の
資
格
と
い
え
ば
、第
一
に
「
大
后
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、『
古
事
記
』

で
「
大
后
」
を
配
さ
れ
た
天
皇
は
少
数
に
と
ど
ま
る
。
で
は
、
「
大
后
」
を
も

た
な
い
天
皇
の
場
合
、
皇
位
継
承
者
の
生
母
と
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
后
妃

だ
ろ
う
か
。「
大
后
」
が
不
在
な
ら
后
妃
た
ち
の
資
格
が
す
べ
て
同
等
に
な
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
天
皇
記
の
Ⅱ
ⅰ
の
よ
う
な
記
述
様
式
が
と
ら
れ
た
時
点

で
、
后
妃
間
の
序
列
は
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

異
母
兄
弟
を
も
つ
一
二
名
の
う
ち
、
ま
ず
孝
元
・
開
化
・
履
中
・
敏
達
の
生

母
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
代
の
天
皇
記
の
Ⅱ
ⅰ
に
お
い
て
第
一
妃
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
。
第
一
妃
は
、そ
の
後
に
何
ら
か
の
措
置
が
施
さ
れ
て
い
な
い
か
ぎ
り
、

所
生
子
に
関
わ
る
資
格
に
お
い
て
も
第
一
位
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た

だ
し
、
右
の
四
名
に
つ
い
て
は
、
順
位
変
動
に
関
わ
る
措
置
と
な
り
う
る
も
の

を
一
通
り
み
た
あ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
妃
以
下
を
生
母
と
す
る
八
名
の
う
ち
、
仁
徳
の
生
母
を
応
神
記
Ⅱ
ⅰ
に

み
て
み
よ
う
。

此
天
皇
、
娶
品
它
真
若
王
之
女
、
三
柱
女
王
。
一
名
、
高
木
之
入
日
売
命
。

次
、
中
日
売
命
。
次
、
弟
日
売
命
。
此
女
王
等
之
父
、
品
它
真
若
王
者
、
五
百
木
之
入
日
子
命
、

娶
尾
張
連
之
祖
、
建
伊
那
陀
宿

之
女
、
志
理
都
紀
斗
売
、

生
子
者

也
。

故
、
高
木
之
入
日
売
之
子
、
額
田
大
中
日
子
命
。
次
、
大
山
守
命
。

次
、
伊
奢
之
真
若
命
。
次
、
妹
大
原
郎
女
。
次
、
高
目
郎
女
。
五
　

柱
。

中
日

売
命
之
御
子
、
木
之
荒
田
郎
女
。
次
、
大
雀
命
。
次
、
根
鳥
命
。
三
　

柱
。

弟

日
売
命
之
御
子
、（
以
下
略
）

応
神
の
第
一
妃
か
ら
第
三
妃
ま
で
は
姉
妹
で
あ
る
た
め
、
一
括
し
て
出
自
を
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二
〇

示
し
て
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
所
生
子
を
挙
げ
て
い
く
か
た
ち
が
と
ら
れ
て
い
る
。

は
じ
め
高
木
之
入
日
売
命0

と
あ
っ
た
第
一
妃
の
所
生
子
の
記
載
に
つ
い
て
は
、

高
木
入
日
売
か
ら
は
「
命
」
を
外
し
、そ
の
子
か
ら
は
「
御
」
を
外
し
て
、

露
骨
に
待
遇
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

）
18
（

。

と
の
指
摘
が
あ
る
。
第
二
妃
で
あ
る
大
雀
命
（
仁
徳
）
の
生
母
の
第
一
妃
に

対
す
る
優
越
性
が
、「
命
」
・「
御
」
の
有
無
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
と
み

て
よ
い
。

右
と
同
様
の
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
崇
神
・
垂
仁
・

成
務
の
生
母
で
あ
る
。

此
天
皇
、
娶
旦
波
之
大
県
主
、
名
由
碁
理
之
女
、
竹
野
比
売
、
生
御
子
、

比
古
由
牟
須
美
命
。
一
　

柱
。

又
、
娶
庶
母
伊
聟
賀
色
許
売
命0

、
生
御
子
、
御

真
木
入
日
子
印
恵
命
。
次
、
御
真
津
比
売
命
。
二
　

柱
。

（
以
下
略
）

（
開
化
記
Ⅱ
ⅰ
）

此
天
皇
、
娶
木
国
造
、
名
荒
河
刀
弁
之
女
、
遠
津
年
魚
目
々
微
比
売
、
生

御
子
、
豊
木
入
日
子
命
。
次
、
豊

入
日
売
命
。
二
　

柱
。

又
、
娶
尾
張
連

之
祖
、
意
富
阿
麻
比
売
、
生
御
子
、
大
入
杵
命
。
次
、
八
坂
之
入
日
子
命
。

次
、
沼
名
木
之
入
日
売
命
。
次
、
十
市
之
入
日
売
命
。
四
　

柱
。

又
、
娶
大
毘

古
命
之
女
、
御
真
津
比
売
命0

、
生
御
子
、
伊
玖
米
入
日
子
伊
沙
知
命
。（
以

下
略
）

（
崇
神
記
Ⅱ
ⅰ
）

此
天
皇
、
娶
吉
備
臣
等
之
祖
、
若
建
吉
備
津
日
子
之
女
、
名
針
間
之
伊
那

毘
能
大
郎
女
、
生
御
子
、
櫛
角
別
王
。
次
、
大
碓
命
。
次
、
小
碓
命
、
亦

名
、
倭
男
具
那
命
。
次
、
倭
根
子
命
。
次
、
神
櫛
王
。
五
　

柱
。

又
、
娶
八
尺

入
日
子
命
之
女
、
八
坂
之
入
日
売
命0

、
生
御
子
、
若
帯
日
子
命
。
次
、

五
百
木
之
入
日
子
命
。
次
、
押
別
命
。
次
、
五
百
木
之
入
日
売
命
。（
以

下
略
）

（
景
行
記
Ⅱ
ⅰ
）

右
の
三
例
で
は
、「
御
子
」
と
「
子
」
の
区
別
は
み
え
な
い
が
、
皇
位
継
承

者
（
傍
線
部
）
の
生
母
は
い
ず
れ
も
「
命
」
で
あ
り
、
か
つ
記
載
順
上
位
の
后

妃
に
「
命
」
は
い
な
い
、
と
い
う
点
が
応
神
記
と
も
共
通
す
る
。
や
は
り
第
二

妃
以
下
の
「
命
」
は
、
「
命
」
で
な
い
記
載
順
上
位
の
后
妃
に
対
し
優
位
に
あ

る
と
み
て
よ
い
。
な
お
、
右
に
お
け
る
か
ぎ
り
で
は
后
妃
の
「
命
」
の
有
無
を

本
来
の
身
分
差
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
Ⅱ
ⅰ

の
様
式
を
通
じ
て
表
示
さ
れ
る
后
妃
の
資
格
の
み
を
問
題
に
し
て
い
る
。

次
に
応
神
の
生
母
を
仲
哀
記
Ⅱ
ⅰ
に
み
て
み
よ
う
。

此
天
皇
、
娶
大
江
王
之
女
、
大
中
津
比
売
命
、
生
御
子
、
香
坂
王
・
忍
熊

王
。
二
　

柱
。

又
、
娶
息
長
帯
比
売
命
、
是
、
大

后
。

生
御
子
、
品
夜
和
気
命
。
次
、
大

鞆
和
気
命
、
亦
名
、
品
陀
和
気
命
。
二
　

柱
。
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垂
仁
記
の
主
題
　

（
中
野
謙
一
）

二
一

大
鞆
和
気
命
（
応
神
）の
母
で
あ
る
息
長
帯
比
売
命
は
第
二
妃
だ
が
、「
大
后
」

と
の
注
記
に
よ
り
第
一
妃
と
順
位
が
入
れ
替
わ
る
。
応
神
が
「
大
后
」
所
生
子

と
し
て
第
一
妃
所
生
子
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
が
あ
て
は
ま
る
の
が
綏
靖
で
あ
る
。
神
武
記
で
は

Ⅱ
ⅰ
に
相
当
す
る
要
素
が
求
婚
の
物
語
を
は
さ
む
か
た
ち
で
記
述
さ
れ
て
い

る
。

故
、
坐
日
向
時
、
娶
阿
多
之
小
椅
君
妹
、
名
阿
比
良
比
売
、
生
子
、
多
芸

志
美
美
命
。
次
、
岐
須
美
美
命
。
二
柱
坐
也
。

神
武
に
は
右
の
二
子
が
あ
っ
た
が
、「
更
に
大
后
と
為
む
美
人
を
求
め
」
て

大
物
主
神
の
女
伊
須
気
余
理
比
売
と
結
婚
し
、
次
の
三
子
を
儲
け
た
と
い
う
。

然
而
、
阿
礼
坐
之
御
子
名
、
日
子
八
井
命
。
次
、
神
八
井
耳
命
。
次
、
神

沼
河
耳
命
。
三
　

柱
。

こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
で
、
神
沼
河
耳
命
（
綏
靖
）
ら
は

初
か
ら

「
大
后
」所
生
子
と
し
て
阿
比
良
比
売
所
生
子
よ
り
も
優
位
に
お
か
れ
て
い
る
。

〔
当
芸
志
美
々
命
の
反
逆
〕
の
物
語
で
は
そ
う
し
た
関
係
が
前
提
と
な
っ
て
い

る
。こ

こ
ま
で
に
、第
二
妃
以
下
を
生
母
と
す
る
八
名
の
う
ち
六
名
に
つ
い
て
は
、

第
一
妃
に
優
越
す
る
生
母
の
資
格
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
皇
位
継
承
者
の
生
母
に
対
し
て
は
、「
命
」
の
有
無
に
よ
り
差

別
化
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
大
后
」
と
し
て
特
化
す
る
か
の
い
ず
れ
か
の
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
残
る
二
名
の
う
ち
、
本
題
に
関
わ
る
景
行
に
つ

い
て
は

後
に
述
べ
た
い
が
、
こ
こ
で
は
「
大
后
」
所
生
子
で
あ
る
こ
と
だ
け

指
摘
し
て
お
く
。
安
閑
の
生
母
に
つ
い
て
は
、
次
の
継
体
記
Ⅱ
ⅰ
を
み
る
か
ぎ

り

上
位
の
后
妃
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

天
皇
、
娶
三
尾
君
等
祖
、
名
若
比
売
、
生
御
子
、
大
郎
子
。
次
、
出
雲
郎

女
。
二
　

柱
。

又
、
娶
尾
張
連
等
之
祖
、
凡
連
之
妹
、
目
子
郎
女
、
生
御
子
、

広
国
押
建
金
日
命
。
次
、
建
小
広
国
押
楯
命
。
二
　

柱
。

又
、
娶
意
富
豆
天
皇

之
御
子
、
手
白
髪
命
、
是
、
大

后
。

生
御
子
、
天
国
押
波
流
岐
広
庭
命
。
一
　

柱
。

（
以

下
略
）

広
国
押
建
金
日
命
（
安
閑
）
の
皇
位
継
承
に
お
い
て
は
、
第
一
妃
所
生
の
大

郎
子
が
即
位
し
な
い
理
由
も
、「
大
后
」
所
生
の
天
国
押
波
流
岐
広
庭
命
（
欽
明
）

よ
り
先
に
即
位
す
る
理
由
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
安
閑
と
そ
の
次
の

宣
化
は
子
孫
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
な
い
「
非
正
系
」
の
天
皇
で
あ
る
か
ら
、
皇

統
の
正
統
性
と
い
う
点
で
は
欽
明
の
資
格
が
示
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
つ
づ
く
Ⅱ
ⅱ
で
は
欽
明
・
安

閑
・
宣
化
の
順
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
第
一
妃
を
生
母
と
す
る
四
名
の
問
題
に
戻
り
、
孝
元
・
開
化
・
履
中
・

敏
達
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
前
代
の
天
皇
記
の
Ⅱ
ⅰ
を
み
る
と
、
皇
位
継
承
者
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二
二

の
生
母
は
い
ず
れ
も
「
命
」
で
あ
り
、
か
つ
第
二
妃
以
下
に
「
大
后
」
は
い
な

い
。
記
載
順
に
よ
る
第
一
位
は
変
動
し
な
い
の
で
、
第
一
妃
所
生
子
の
他
妃
所

生
子
に
対
す
る
優
越
性
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
、
異
母
兄
弟
を
も
つ

天
皇
一
二
名
の
う
ち
一
一
名
ま
で
が
、
そ
の
生
母
の
資
格
に
お
い
て
他
妃
に
対

す
る
優
越
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
同
母
兄
弟
間
の
問
題
と
あ
わ
せ

る
と
、
父
か
ら
皇
位
を
継
承
す
る
天
皇
二
〇
名
の
う
ち
一
九
名
に
つ
い
て
は
、

そ
の
理
由
が
一
応
説
明
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る

）
19
（

。
同
母
間
の
問
題
に
比
し

て
、
生
母
の
資
格
に
関
わ
る
異
母
間
の
問
題
の
方
が
よ
り
明
確
に
説
明
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
な
お
、
第
二
節
で
問
題
と
な
っ
た
崇
神
・
垂
仁
の
即
位

に
つ
い
て
い
え
ば
、
同
母
間
の
問
題
が
な
く
生
母
の
資
格
の
み
で
説
明
さ
れ
る

か
ら
、
そ
の
必
然
性
を
認
め
て
も
よ
か
ろ
う
。
や
は
り
〈
日
子
坐
王―

沙
本
毘

古
王
〉
の
「
皇
統
」
は
存
在
し
え
な
い
。

後
に
、
景
行
の
皇
位
継
承
の
問
題
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
同
母
兄
の

不
即
位
が
問
わ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

終
的
に
は
「
大
后
」
所
生
子
と
い
う
理

由
で
皇
位
継
承
者
に
決
定
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
か
し
、先
に
み
た
綏
靖
・

仲
哀
の
場
合
と
は
異
な
り
、
垂
仁
記
Ⅱ
ⅰ
の
時
点
で
は
大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気

命
（
景
行
）
の
生
母
は
「
大
后
」
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
第
一
妃
の

佐
波
遅
比
売
命0

の
所
生
子
と
し
て
品
牟
都
和
気
命
が
皇
位
を
継
承
す
る
か
の
よ

う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
Ⅱ
ⅱ
で
は
、大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気
命（
景

行
）
が
次
代
の
天
皇
と
さ
れ
、
品
牟
都
和
気
命
に
つ
い
て
は
何
ら
説
明
さ
れ
な

い
。
景
行
の
皇
位
を
継
承
す
る
理
由
は
、
そ
の
生
母
が
垂
仁
記
Ⅴ
に
お
い
て「
大

后
」
と
さ
れ
る
ま
で
判
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
が
垂
仁
記
に
お
け
る

大
の
問
題
な
の
だ
ろ
う
。
次
節
以
降
、
こ
の
問
題
と
の
関
係
を
中
心
に
Ⅲ
の
物

語
を
み
て
い
く
。

五

ま
ず
ａ
に
つ
い
て
、「
品
牟
都
和
気
命
（
本
牟
智
和
気
の
御
子
）
排
除
の
目

的
を
持
つ
物
語
」
と
い
う
見
方
が
あ
る
こ
と
は
先
に
み
た
。
景
行
の
皇
位
継
承

と
の
関
わ
り
に
お
い
て
主
題
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
母
・
沙
本

売
の
謀
反
荷
担
と
い
う
設
定
を
通
し
て
、
品
牟
都
和
気
命
の
皇
位
継
承
権
の

消
失
が
語
ら
れ
て
い
る

）
20
（

」
と
み
る
こ
と
が
一
応
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ａ
の

段
階
で
品
牟
都
和
気
命
が
皇
位
継
承
権
を
完
全
に
失
う
と
す
れ
ば
、
ｂ
は
あ
ま

り
に
も
長
い
「
後
日
譚
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
場
合
、
皇
位
と
無
縁
の
皇

子
が
主
役
を
演
じ
る
ｂ
は
、
皇
位
継
承
史
の
基
軸
か
ら
外
れ
た
物
語
と
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
雄
略
記
Ⅱ
ⅰ
に
み
え
る
白
髪
命
（
清
寧
）
の
母
は
都
夫
良
意
富

美
の
女
韓
比
売
で
あ
る
。
そ
の
直
後
に
「
白
髪
太
子
」
と
あ
っ
て
、
清
寧
は
雄

略
唯
一
の
皇
子
と
し
て
皇
位
継
承
者
に
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、

都
夫
良
意
富
美
は
安
康
を
殺
害
し
た
目
弱
王
に
与
し
て
雄
略
と
戦
っ
た
人
物
で

あ
る
。
そ
の
物
語
に
は
目
弱
王
側
に
対
し
て
同
情
的
と
み
ら
れ
る
部
分
は
あ
る

が
、
都
夫
良
意
富
美
が
反
逆
者
に
荷
担
し
た
こ
と
は
動
か
な
い
。『
古
事
記
』

に
お
い
て
、
清
寧
の
母
が
謀
反
人
の
娘
で
あ
る
こ
と
は
問
わ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
韓
比
売
自
身
が
謀
反
に
荷
担
し
た
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
反
逆
者
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の
血
を
引
く
皇
子
と
い
う
点
に
お
い
て
、
清
寧
は
品
牟
都
和
気
命
と
変
わ
り
な

い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
ａ
の
み
で
品
牟
都
和
気
命
の
皇
位

継
承
権
が
完
全
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

と
は
い
え
、
生
母
の
謀
反
に
よ
り
彼
の
皇
位
継
承
が
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
っ

て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
垂
仁
記
Ⅱ
ⅰ
に
お
い
て
品
牟
都
和
気
命
の
生
母

か
ら
「
命
」
が
外
さ
れ
た
と
み
な
せ
ば
、
Ⅱ
ⅱ
で
皇
位
継
承
者
と
さ
れ
る
の
が

景
行
で
あ
っ
て
も
不
審
で
は
な
く
な
る
。
景
行
の
正
統
性
は
ａ
の
段
階
で
一
通

り
示
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
。

し
か
し
、
『
古
事
記
』
に
は
、
天
皇
の
「
愛
」
に
よ
り
生
母
の
資
格
が
無
視

さ
れ
た
例
も
み
え
る
。
応
神
記
の
〔
三
皇
子
の
分
担
〕
の
物
語
で
、
応
神
は
愛

す
る
宇
遅
能
和
紀
郎
子
に
皇
位
継
承
を
命
じ
る
が
、
そ
の
生
母
の
資
格
は
明
ら

か
に
仁
徳
の
生
母
の
下
位
に
あ
る
（
応
神
記
Ⅱ
ⅰ
）
。
も
と
も
と
宇
遅
能
和
紀

郎
子
の
皇
位
継
承
は
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
が
、応
神
が
そ
れ
を
望
ん
だ
の
だ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ａ
で
の
母
の
失
格
に
も
関
わ
ら
ず
、
垂
仁
の
心
次
第
で
は
品

牟
都
和
気
命
が
皇
位
継
承
を
命
じ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
の
意
味
で
彼
は
皇
位
継
承
の
候
補
者
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
ｂ
は
単
な
る
後
日
譚
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
垂
仁
の
「
愛
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
皇
位
継
承
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
担
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ａ
を
通
じ
て
垂
仁
の
沙
本

毘
売
に
対
す
る
「
愛
」
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、神
田
秀
夫
氏

）
21
（

が
、

唯
一
人
の

0

0

0

0

妻
に
こ
こ
ま
で
愛
情
を
注
い
だ
天
皇
が
描
か
れ
た
例
は
、
古
事

記
に
も
、
実
は
こ
れ
一
つ
し
か
な
い
。
（
傍
点
原
文
）

と
述
べ
、
中
西
進
氏

）
22
（

も
、

沙
本
毘
売
に
対
す
る
天
皇
の
愛
は
徹
底
し
て
い
る
。

と
評
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
自
分
を
殺
そ
う
と
し
た
妻
を
あ
く
ま
で
も
取
り
戻

そ
う
と
す
る
の
は
過
剰
な
「
愛
」
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
ｂ
に
み
る
よ
う

に
、
沙
本
毘
売
に
対
す
る
「
愛
」
は
そ
の
遺
児
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ａ
の
役
割
を
以
下
の
よ
う
に
捉
え
て
お
き
た
い
。

①
沙
本
毘
売
の
謀
反
を
通
じ
て
、
あ
る
べ
き
皇
位
継
承
者
は
品
牟
都
和
気
命

で
な
く
景
行
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

②
垂
仁
の
沙
本
毘
売
に
対
す
る
過
剰
な
「
愛
」
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
垂
仁

に
本
牟
智
和
気
御
子
（
品
牟
都
和
気
命
）
を
皇
位
継
承
者
と
す
る
意
志
が

あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

③
沙
本
毘
売
が
本
牟
智
和
気
御
子
を
垂
仁
に
託
し
、
美
智
宇
斯
王
の
女
た
ち

を
后
妃
に
推
挙
し
た
後
に
死
ぬ
こ
と
を
述
べ
、
ｂ
・
ｃ
の
発
端
を
語
る
。

③
は
諸
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
右
の
①
～
③
は
い
ず
れ
も
皇
位
継
承

に
関
わ
る
点
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
い
え
ば
、
沙
本
毘
古
王
が
排
除
さ
れ
る
こ

と
は
重
要
で
は
な
い
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
沙
本
毘
売
が
失
格
し
、
死
亡
す
る
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第
三
十
六
号

二
四

こ
と
が
ｂ
以
降
の
前
提
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

六

ｂ
に
つ
い
て
は
ま
ず
、

初
の
舟
遊
び
の
話
と
そ
の
後
の
展
開
と
の
接
続
関

係
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

故
、
率
遊
其
御
子
之
状
者
、
在
於
尾
張
之
相
津
二
俣
榲
、
作
二
俣
小
舟
而
、

持
上
来
以
、
浮
倭
之
市
師
池
・
軽
池
、
率
遊
其
御
子
。
然
、
是
御
子
、
八

拳
鬚
至
于
心
前
、
真
事
登
波
受
。（
以
下
略
）

舟
遊
び
は
物
言
わ
ぬ
本
牟
智
和
気
御
子
を
癒
す
た
め
の
行
為
と
説
明
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
の
だ
が

）
23
（

、
「
是
御
子
、
八
拳
鬚
至
于
心
前
、
真
事
登
波
受
」
と
い

う
記
述
よ
り
先
行
す
る
話
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い

）
24
（

。
そ
こ
で

語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
牟
智
和
気
御
子
に
対
す
る
「
天
皇
の
鍾
愛
ぶ
り

）
25
（

」
で

は
な
い
か
。

天
皇
泛
両
枝
船
于
磐
余
市
磯
池
、
与
皇
妃
各
分
乗
而
遊
宴
。

（
履
中
紀
三
年
十
一
月
辛
未
条

）
26
（

）

右
の
記
事
を
参
考
に
す
れ
ば
、
「
二
俣
小
舟
」
で
あ
る
理
由
も
、
天
皇
が
愛

す
る
御
子
と
と
も
に
「
分
乗
」
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
垂
仁
は
御

子
を
鍾
愛
し
た
が
、
そ
の
御
子
は
言
葉
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
読

む
の
が
自
然
で
あ
る
。

ｂ
の
こ
れ
以
降
の
部
分
で
も
、
一
貫
し
て
垂
仁
の
本
牟
智
和
気
御
子
に
対
す

る
「
愛
」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
ｂ
に
お
け
る
垂
仁
の
行
動
は
、
御

子
の
養
育
お
よ
び
言
語
獲
得
に
関
わ
る
こ
と
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
垂
仁
の
関

心
は
専
ら
本
牟
智
和
気
御
子
に
注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ａ
と
ｂ
と
で
は
、

垂
仁
の「
愛
」
の
対
象
が
沙
本
毘
売
か
ら
御
子
に
代
わ
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
、

二
つ
の
物
語
は
一
貫
し
た
垂
仁
像
を
描
い
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
垂
仁
の
過
剰
な
「
愛
」
は
本
牟
智
和
気
御
子
の
皇
位
継
承
を
望
む
こ
と

に
つ
な
が
る
か
ら
、
や
は
り
ｂ
に
も
皇
位
継
承
史
へ
の
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。

本
牟
智
和
気
御
子
は
ａ
の
段
階
で
あ
る
べ
き
皇
位
継
承
者
で
は
な
く
な
っ
て
い

る
の
だ
が
、
緊
張
感
を
保
ち
つ
つ
語
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
捉
え
て
み
る
と
、
ｂ
で
姿
を
消
し
天
皇
と
は
な
ら
な
い
本
牟
智

和
気
御
子
の
存
在
感
が
大
き
す
ぎ
る
の
は
否
め
な
い
。
た
だ
し
、
右
は
皇
位
継

承
史
に
関
す
る
か
ぎ
り
で
ま
と
め
て
お
り
、
ｂ
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
意
義
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
『
古
事
記
』
上
巻
に
お
け
る
大
国
主
神
の
祭
祀
要
求
が
こ
こ

に
至
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
巻
の
国
家
形
成
史
の
な
か
で
、

こ
の
話
題
が
垂
仁
記
に
配
当
さ
れ
る
の
は
必
然
と
み
な
さ
れ
る
か
ら

）
27
（

、
『
古
事

記
』
が
こ
れ
を
本
牟
智
和
気
御
子
に
絡
め
て
物
語
る
構
想
を
も
っ
た
結
果
、
必

要
以
上
に
大
き
く
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

―  143 ―



垂
仁
記
の
主
題
　

（
中
野
謙
一
）

二
五

七

ｃ
に
目
を
転
じ
る
と
、
こ
こ
で
は
垂
仁
が
ａ
・
ｂ
で
の
彼
と
は
異
な
る
面
を

み
せ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
藤
原
茂
樹
氏

）
28
（

が
、

自
ら
の
も
と
を
去
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
限
り
な
い
愛
情
を
后
に
抱
き
続
け

る
こ
と
や
、
子
の
名
を
尋
ね
そ
の
養
育
者
の
心
配
を
す
る
神
経
の
細
や
か

に
し
て
慈
愛
に
み
ち
た
天
皇
が
、
は
た
し
て
急
転
直
下
女
性
の
名
誉
を
落

と
し
め
る
酷
薄
な
仕
打
ち
に
出
る
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
る
。

と
述
べ
、
一
個
の
人
格
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
、
物
語
の
形
成
過
程
に
お
け

る
垂
仁
像
の
改
変
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
垂
仁
記
を
通
じ
て
一
貫
し
た

垂
仁
像
が
描
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
特
定
の
人
物
の

み
に
深
い
愛
情
を
示
し
、
他
の
者
に
は
全
く
冷
淡
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
十
分

に
あ
り
う
る
人
格
で
は
な
い
か
。
『
古
事
記
』
の
垂
仁
は
、
沙
本
毘
売
と
本
牟

智
和
気
御
子
だ
け
に
愛
情
を
注
ぐ
一
方
で
、
八
つ
当
た
り
で
玉
作
の
土
地
を
と

り
あ
げ
た
り
、
興
味
の
な
い
女
性
に
恥
を
か
か
せ
た
り
し
て
平
気
な
人
物
な
の

で
あ
る
。
ｃ
を
ａ
や
ｂ
に
連
続
す
る
物
語
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
円
野
比
売
ら
に

対
す
る
冷
淡
な
仕
打
ち
を
通
じ
て
、
逆
に
比
婆
須
比
売
命
が
垂
仁
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
寵
愛
さ
れ
た
こ
と
を
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ａ
で
垂
仁
に
彼
女

た
ち
を
薦
め
た
沙
本
毘
売
の
言
葉
が
果
た
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
景
行
ら
の
誕
生

は
な
い
。
ａ
・
ｂ
に
お
け
る
垂
仁
像
か
ら
し
て
も
、
そ
の
点
は
確
認
さ
れ
る
必

要
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ｃ
の
皇
位
継
承
に
関
わ
る
役
割
は
、
比
婆
須
比
売
命

の
入
内
と
い
う
点
に
つ
き
る
。

こ
こ
で
、
『
古
事
記
』
の
垂
仁
像
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
か
に
つ

い
て
述
べ
て
お
く
。
沙
本
毘
売
や
本
牟
智
和
気
御
子
に
対
す
る
か
ぎ
り
慈
愛
に

み
ち
た
天
皇
で
あ
る
が
、
ｃ
で
結
果
的
に
と
は
い
え
女
性
を
死
に
お
い
や
る
姿

を
み
せ
る
以
上
、
垂
仁
を
「
有
徳
」
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ｃ
で

の
垂
仁
の
行
為
は
、
邇
々
芸
命
の
そ
れ
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を

も
っ
て
「
不
徳
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
ま
い
。
偏
っ
た
愛
情
を
も
つ
だ
け
で
不

徳
に
な
る
と
す
れ
ば
、
応
神
も
不
徳
の
天
皇
と
な
っ
て
し
ま
う
。
理
想
の
天
皇

で
も
な
け
れ
ば
、
完
全
に
失
格
で
も
な
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。『
古

事
記
』
は
垂
仁
を
讃
美
も
せ
ず
、
罵
倒
も
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

八

ｄ
に
つ
い
て
は
、
西
郷
信
綱
氏
が
「
紛
う
か
た
な
く
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
《
帰

化
族
》
の
、宮
廷
へ
の
忠
誠
譚
で
あ
る

）
29
（

」
と
述
べ
て
お
り
、従
う
も
の
が
多
い
。

し
か
し
、
多
遅
摩
毛
理
の
出
自
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
応
神
記
に
お
い
て
で
あ

る
。
垂
仁
記
の
段
階
で
は
「
三
宅
連
等
之
祖
」
と
い
う
だ
け
で
、
多
遅
摩
毛
理

は
渡
来
系
の
人
物
と
し
て
示
さ
れ
て
い
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

皇
位
継
承
史
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
み
る
と
、
ｄ
で
は
ま
ず
、
多
遅
摩
毛
理

が
常
世
国
を
往
復
す
る
間
に
垂
仁
は
死
亡
し
て
お
り
、
多
遅
摩
毛
理
が
帰
還
し
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愛
知
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第
三
十
六
号

二
六

た
時
点
で
は
「
大
后
」
が
天
皇
に
代
わ
る
者
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
名
は
ま
だ
明
か
さ
れ
な
い
。
一
方
、
ｄ
に
お
い
て
垂

仁
の
皇
子
た
ち
は
ま
っ
た
く
姿
を
み
せ
な
い
。
垂
仁
の
次
の
天
皇
が
決
定
し
て

い
た
と
す
れ
ば
、
多
遅
摩
毛
理
は
そ
の
者
に
登
岐
士
玖
能
迦
玖
能
木
実
を
献
上

す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
ｄ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、
垂
仁

死
亡
時
に
お
い
て
、
天
皇
に
代
わ
る
者
が
「
大
后
」
で
あ
り
、
皇
位
継
承
者
が

不
在
な
い
し
未
決
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
景
行
は
幼
少
で
即
位
で

き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
彼
の
母
が
「
大
后
」
で
あ
る
こ
と
は
ま
だ

判
明
し
て
い
な
い
。
す
で
に
成
年
に
達
し
て
い
た
本
牟
智
和
気
御
子
に
つ
い
て

は
、
皇
位
継
承
と
は
無
縁
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
。

後
に
垂
仁
記
Ⅴ
を
み
て
お
こ
う
。「
其
大
后
比
婆
須
比
売
命
之
時
」
に
つ

い
て
は
、
「
そ
の
大
后
ヒ
バ
ス
ヒ
メ
は
次
の
大
君
が
位
に
就
く
ま
で
の
中
継
ぎ

に
立
っ
た

）
30
（

」
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
Ⅴ
を
も
つ
天
皇
記
と
し
て
は
、

他
に
允
恭
記
・
安
康
記
・
清
寧
記
・
武
烈
記
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
、
Ⅳ
の
段

階
で
は
次
に
即
位
す
る
者
が
ま
だ
皇
位
継
承
者
と
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
後
記

の
な
か
で
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
記
述
形

式
を
と
る
以
上
、
垂
仁
記
に
お
い
て
も
Ⅳ
の
段
階
で
は
、
景
行
は
皇
位
継
承
者

と
決
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
し
か
な
い
。
ｄ
に
垂
仁
の
皇
子
が
あ
ら
わ

れ
な
い
の
も
当
然
と
い
え
る
。
ｄ
で
は「
大
后
」の
名
は
明
か
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
が
、
Ⅴ
の
「
其
大
后
比
婆
須
比
売
命
之
時
」
を
も
っ
て
、

終
的
に
大
后
所

生
の
景
行
に
よ
る
皇
位
継
承
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
垂
仁
記
は
、
全
体
を
通
じ
て
垂
仁
か
ら
景
行
へ
の
皇
位
継
承
を
説
明

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。
多
岐
に
わ
た
る
論
と
な
っ
た
た

め
、
遺
漏
の
少
な
か
ら
ぬ
こ
と
を
惧
れ
る
が
、
大
方
の
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
。

注

（
１
）
矢
嶋
泉
『
古
事
記
の
歴
史
意
識
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
八
年
九
月
）
一
五
一
頁
。

（
２
）
古
事
記
本
文
の
引
用
は
原
則
と
し
て
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
新
編
日
本
古
典
文

学
全
集
　

古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
。
以
下
「
新
編
全
集
本
」
）
に
よ

る
。
た
だ
し
、
煩
を
避
け
る
た
め
音
読
注
等
は
省
い
て
あ
る
。

（
３
）「
垂
仁
記
覚
書
」（
『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
三
、一
九
九
二
年
一
月
）。

（
４
）『
古
事
記
説
話
形
成
の
研
究
』（
お
う
ふ
う
、二
〇
〇
四
年
一
月
）
第
二
章
第
一
節
「
垂

仁
記
の
構
想
（
一
）―

円
野
比
売
命
の
物
語
的
意
味―

」（
初
出
一
九
九
七
年
三
月
）、

同
第
二
節
「
垂
仁
記
の
構
想
（
二
）―

大
后
比
婆
須
比
売
命
の
物
語
的
意
味―

」（
初

出
二
〇
〇
一
年
三
月
）。

（
５
）「
物
語
の
連
結
　

神
話
の
力―

『
古
事
記
』
垂
仁
天
皇
条
覚
書―

」（
『
大
谷
女
子
大

国
文
』
二
九
、一
九
九
九
年
三
月
）。

（
６
）「
『
古
事
記
』
沙
本
毘
古
王
の
反
逆
と
天
皇
の
歴
史
」（
『
美
夫
君
志
』
七
八
、

二
〇
〇
九
年
三
月
）。

（
７
）
な
お
、
矢
嶋
注
（
１
）
書
は
注
（
３
）
論
文
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
垂
仁
記
に

関
し
て
も
詳
細
に
は
論
じ
て
い
な
い
。
た
だ
し
ｃ
に
関
し
て
は
、
上
巻
に
お
け
る
大

国
主
神
の
要
求
を
実
現
す
る
物
語
と
す
る
新
た
な
見
解
が
み
え
る
。

（
８
）「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
物
語
」（『
西
郷
信
綱
著
作
集
』
一
∧
平
凡
社
、
二
〇
一
〇
年

一
二
月
∨
。
初
出
一
九
六
九
年
一
一
月
）
。
た
だ
し
、
上
掲
論
文
お
よ
び
西
郷
『
古

事
記
注
釈
』
三
（
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
八
月
）
に
は
そ
の
明
確
な
根
拠
が
み
え
な
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垂
仁
記
の
主
題
　

（
中
野
謙
一
）

二
七

い
。

（
９
）『
古
事
記
　

天
皇
の
世
界
の
物
語
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
五
年
九
月
）

二
六
六
～
二
七
〇
頁
。
神
野
志
氏
の
「
古
事
記
の
悲
恋―

軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物

語―
」
（
久
保
朝
孝
編
『
悲
恋
の
古
典
文
学
』
∧
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
一
二

月
∨
第
一
章
）、
『
漢
字
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
古
事
記
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
二
月
）
一
二
一
～
一
二
六
頁
、
お
よ
び
新
編
全
集
本
一
九
八
頁
頭
注
に

も
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
が
み
ら
れ
る
。

（
10
）（
11
）
注
（
９
）「
古
事
記
の
悲
恋―

軽
太
子
・
軽
大
郎
女
の
物
語―

」。

（
12
）
加
藤
清
「
『
古
事
記
』
若
野
毛
二
俣
王
の
系
譜
に
つ
い
て
」（『
古
事
記
年
報
』

三
一
、一
九
八
九
年
一
月
）。

（
13
）「『
古
事
記
』
の
構
想
と
天
皇
像
」
（『
日
本
古
代
の
神
話
と
文
学
』
∧
塙
書
房
、

一
九
九
八
年
一
月
∨
第
Ⅱ
編
第
七
章
。
初
出
一
九
九
四
年
一
二
月
）。

（
14
）
矢
嶋
注
（
１
）
書
、
一
一
七
頁
。

（
15
）
こ

の

点

に

つ

い

て

は
、

拙

稿
「

顕

宗

記

の

物

語

」（『

古

事

記

年

報

』

五
一
、
二
〇
〇
九
年
一
月
）
で
も
少
し
ふ
れ
た
。
な
お
、
綏
靖
の
同
母
兄
弟
中
の
第

一
子
で
あ
る
日
子
八
井
命
は
、
当
芸
志
美
々
が
殺
害
を
謀
っ
た
「
三
弟
」
の
一
人
で

あ
る
は
ず
だ
が
、
綏
靖
に
よ
る
当
芸
志
美
々
殺
害
の
場
面
に
は
姿
を
み
せ
な
い
。
そ

の
間
に
死
亡
し
た
か
、
あ
る
い
は
神
八
井
耳
命
以
上
に
臆
病
だ
っ
た
と
で
も
考
え
る

し
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
皇
位
継
承
の
候
補
者
と
し
て
は
問
題
外
の

扱
い
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

（
16
）
矢
嶋
注
（
３
）
論
文
。

（
17
）
新
編
全
集
本
二
四
五
頁
頭
注
。

（
18
）
矢
嶋
注
（
１
）
書
、
一
九
八
頁
。

（
19
）
中
巻
の
天
皇
で
本
稿
の
理
解
が
及
ば
な
い
の
は
仲
哀
の
み
で
あ
る
。
仲
哀
の
出
生
系

譜
を
含
む
景
行
記
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
20
）
矢
嶋
注
（
３
）
論
文
、
一
九
八
頁
。

（
21
）『
古
事
記
の
構
造
』（
明
治
書
院
、
一
九
五
九
年
五
月
）、
三
〇
二
頁
。

（
22
）『
中
西
進
著
作
集
』
二
（
四
季
社
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）、
一
〇
〇
頁
。
初
出

一
九
八
六
年
一
月
。

（
23
）
阪
下
圭
八
「
ホ
ム
チ
ワ
ケ
の
物
語
（
一
）―

鳥
取
部
・
鳥
養
部
起
源
譚―

」（『
東
京

経
済
大
学
人
文
自
然
科
学
論
集
』
五
八
、一
九
八
一
年
七
月
）
な
ど
。

（
24
）
新
編
全
集
本
二
〇
五
頁
頭
注
。

（
25
）
荻
原
千
鶴
「
沙
本

売
命
・
本
牟
智
和
気
御
子
物
語
の
方
法―

佐
之
男
命
の
〈
神

話
〉
か
ら―

」（
注
（
13
）
書
、
第
Ⅱ
編
第
二
章
。
初
出
一
九
九
二
年
三
月
）。
た
だ

し
、
当
該
部
分
以
降
に
つ
い
て
の
理
解
は
本
稿
と
異
な
る
。

（
26
）『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
新
編
全
集
本
に
よ
る
。

（
27
）
矢
嶋
泉
「『
古
事
記
』
の
大
物
主
神
」（『
青
山
語
文
』
三
五
、二
〇
〇
五
年
三
月
）。

（
28
）「
垂
仁
天
皇
論―

古
事
記
に
お
け
る
そ
の
後
継
者
お
よ
び
天
皇
像
の
変
遷―

」

（
『
古
事
記
の
天
皇
』、
髙
科
書
店
、
一
九
九
四
年
八
月
）。

（
29
）
注
（
８
）『
古
事
記
注
釈
』
三
。

（
30
）
三
浦
佑
之
『
口
語
訳
　

古
事
記
　

完
全
版
』（
文
芸
春
秋
、
二
〇
〇
二
年
六
月
）。
梅

田
注
（
６
）
論
文
も
「
天
皇
崩
御
後
の
大
后
の
執
政
」
と
す
る
が
、
崇
神
記
Ⅱ
ⅱ
の

倭
日
子
命
に
対
す
る
分
注
の
「
此
王
之
時
」
を
同
じ
く
捉
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

　

付
記

本
稿
は
平
成
二
十
一
年
度
上
代
文
学
会
大
会
で
行
っ
た
研
究
発
表
「
『
古
事

記
』
中
巻
に
お
け
る
垂
仁
記
」
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
席
上
ご
意
見
を
賜
り

ま
し
た
先
生
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
研
究
に
あ
た
っ
て
は
愛
知
淑
徳
大
学
研
究
助
成
を
受
け
ま
し
た
。
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